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条 例 案 

（議案第２号）  

 

 小牧市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定  

について  

 

１  市長、副市長及び教育長の退職手当の額について小牧市特別職報酬等

審議会の意見を聴くこととする。  

２  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

（議案第３号）  

 

   小牧市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条  

例の制定について  

 

１  職員が災害業務（現行非常配備による災害業務）に従事したとき、１

日につき１,０００円以内の危険手当を支給することとする。  

２  この条例は、公布の日から施行し、令和６年１月１日以後に従事した

災害業務について適用する。  

 

（議案第４号）  

 

小牧市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について  

 

１  任期その他の勤務条件を満たす会計年度任用職員に係る勤勉手当につ

いて定める。  

２  その他所要の規定の整備を行う。  

３  この条例は、一部の規定を除き、令和６年４月１日から施行する。  
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（議案第５号）  

 

   小牧市公告式条例の一部を改正する条例の制定について  

 

１  条例の公布の方法は、市のウェブサイトへの掲載及び小牧市役所前の

掲示場への掲示（現行小牧市役所前及び各支所前掲示場への掲示）とす

る。  

２  規則の公布文への市長の署名を、記名に変更する。  

３  その他所要の規定の整備を行う。  

４  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

（議案第６号）  

 

   小牧市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定に  

ついて  

 

１  危険物の貯蔵所のうち、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可申請手数料の額を次のとおり引き

上げる。  

 (1) 危険物の貯蔵最大数量が１ ,０００キロリットル以上５ ,０００キロ

リットル未満のもの １ ,４５０ ,０００円（現行１ ,１８０ ,０００円） 

 (2) 危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が ５ ,０ ０ ０ キ ロ リ ッ ト ル 以 上 １ 万 キ ロ リ ッ

トル未満のもの  １ ,７２０ ,０００円（現行１ ,４１０ ,０００円）  

 (3) 危険物の貯蔵最大数量が１万キロリットル以上５万キロリットル未

満のもの  １ ,９２０ ,０００円（現行１,５９０ ,０００円）  

 (4) 危険物の貯蔵最大数量が５万キロリットル以上１０万キロリットル

未満のもの ２ ,３６０ ,０００円（現行１ ,９５０ ,０００円）  

 (5) 危険物の貯蔵最大数量が１０万キロリットル以上２０万キロリット

ル未満のもの  ２ ,７４０ ,０００円（現行２ ,２７０ ,０００円）  

 (6) 危険物の貯蔵最大数量が２０万キロリットル以上３０万キロリット

ル未満のもの  ５ ,６４０ ,０００円（現行４ ,５５０ ,０００円）  

 (7) 危険物の貯蔵最大数量が３０万キロリットル以上４０万キロリット

ル未満のもの  ７ ,２４０ ,０００円（現行５ ,８２０ ,０００円）  

 



‐3‐ 

(8) 危険物の貯蔵最大数量が４０万キロリットル以上のもの ８,７９０,０００ 

円（現行７,０７０ ,０００円）  

２  建築基準法第８６条の７第１項の規定に基づく既存の建築物の敷地と

道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料は、１件 に

つき２７ ,０００円とする。  

３  建築基準法第８６条の７第１項の規定に基づく既存の建築物の道路内

における制限の適用除外に係る認定申請手数料は、１件につき２７,０００

円とする。  

４  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、引

用する規定の整備を行う。  

５  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
（議案第７号）  

 

小牧市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

 

１  小牧市さかき運動場の多目的コートの施設使用料及び夜間照明使用料

について定める。  

２  この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。  

 
（議案第８号）  

 

小牧市心身障害者扶助料支給条例の一部を改正する条例の制

定について  

 

１  小牧市心身障害者扶助料の支給停止に関する規定のうち、受給権者が

婦人補導院に収容されている場合に係る規定を削る。  

２  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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（議案第９号）  

 

   小牧市ふれあいの家の設置及び管理に関する条例の一部を改  

正する条例の制定について  

 

１  小牧市ふれあいの家の設置の目的を、発達に支援を必要とする乳幼児

及び障害を有する者（現行心身に障害を有する者）に対して社会生活に

必要な知識及び技術を援助し、心身の発達を図るためとする。  

２  小牧市ふれあいの家を構成する施設のうち、心身障害児通園施設あさ

ひ学園の名称を、親子通園施設あさひ学園に変更する。  

３  親子通園施設あさひ学園を利用できる者は、市内に居住する者で、次

に掲げるものとする。  

 (1) 発達に支援を必要とする乳幼児及びその保護者（現行心身に障害を

有する者）  

 (2) その他市長が適当と認める者  

４  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

 

（議案第１０号）  

 

   小牧市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  
 

１  令和６年度から令和８年度までの保険料率は、第１号被保険者の市民

税の課税状況等の区分に応じて次の表のとおりとする。  
区     分  保険料率  

(1) 世 帯 員 全 員 が 市 民 税 非 課 税 の 者 で 、 老 齢

福 祉 年 金 の 受 給 権 を 有 し て い る も の 若 し く

は 本 人 の 合 計 所 得 金 額 か ら 一 定 の 額 を 控 除

した後の額（以下「控除後の合計所得金額」

という。）及び課税年金収入額の合計が８０

万円以下のもの又は生活保護受給者  

 

２５,９０４円 

（現行２５,８５４円） 
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(2) 世帯員全員が市民税非課税の者で、本人の

控 除 後 の 合 計 所 得 金 額 及 び 課 税 年 金 収 入 額

の 合 計 が ８ ０ 万 円 を 超 え １ ２ ０ 万 円 以 下 の

もの  

３８,２６７円 

（現行３３,６１０円） 

(3) 世帯員全員が市民税非課税の者で、本人の

控 除 後 の 合 計 所 得 金 額 及 び 課 税 年 金 収 入 額

の合計が１２０万円を超えるもの  

３８,５６１円 

（現行３８,７８１円） 

(4) 本人が市民税非課税の者で、世帯員に市民

税課税の者がおり、本人の控除後の合計所得

金 額 及 び 課 税 年 金 収 入 額 の 合 計 が ８ ０ 万 円

以下のもの  

４８,８６４円 

（現行４２,９１８円） 

(5) 本人が市民税非課税の者で、世帯員に市民

税課税の者がおり、本人の控除後の合計所得

金 額 及 び 課 税 年 金 収 入 額 の 合 計 が ８ ０ 万 円

を超えるもの  

５８,８７２円 

（現行５１,７０８円） 

(6) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計所

得金額が１２０万円未満のもの  

６４,７５９円 

（現行５６,８７９円） 

(7) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計所

得 金 額 が １ ２ ０ 万 円 以 上 ２ １ ０ 万 円 未 満 の

もの  

７６,５３４円 

（現行６７,２２０円） 

(8) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計所

得 金 額 が ２ １ ０ 万 円 以 上 ３ ２ ０ 万 円 未 満 の

もの  

８８,３０８円 

（現行７７,５６２円） 

(9) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計所

得 金 額 が ３ ２ ０ 万 円 以 上 ４ ２ ０ 万 円 （ 現 行  

５００万円）未満のもの  

１００,０８２円 

（現行８２,７３３円） 

(10) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計

所得金額が４２０万円（現行５００万円）以

上５２０万円（現行１ ,０００万円）未満の

もの  

 

１０５,９７０円 

（現行８７,９０４円） 

(11) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計

所 得 金 額 が ５ ２ ０ 万 円 以 上 ６ ２ ０ 万 円 未 満

のもの  

 

１１１,８５７円 
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(12) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計

所 得 金 額 が ６ ２ ０ 万 円 以 上 ７ ２ ０ 万 円 未 満

のもの  

 

１１７,７４４円 

 

(13) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計

所得金額が７２０万円以上１ ,０００万円未

満のもの  

 

１２３,６３１円 

 

(14) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計

所 得 金 額 が １ ,０ ０ ０ 万 円 以 上 ２ ,０ ０ ０ 万

円未満のもの  

 

１２９,５１８円 

 

(15) 本人が市民税課税の者で、控除後の合計

所得金額が２ ,０００万円（現行１ ,０００万

円）以上のもの  

１３５,４０６円 

（現行９３,０７４円） 

 

２  １の (6)から (15)までに該当する者について、合計所得金額に給与所得

又は公的年金等に係る所得が含まれている場合の当該給与所得及び当該

公的年金等に係る所得の合計額から１０万円を控除する特例措置を適用

しないこととする。  

３  １ の (1)に 該 当 す る 者 の 令 和 ６ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で の 減 額 賦 課 に

係る保険料率は、１５ ,８９５円（現行１５ ,５１２円）とする。  

４  １ の (2)に 該 当 す る 者 の 令 和 ６ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で の 減 額 賦 課 に

係る保険料率は、２６ ,４９２円（現行２５ ,８５４円）とする。  

５  １ の (3)に 該 当 す る 者 の 令 和 ６ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で の 減 額 賦 課 に

係る保険料率は、３８ ,２６７円（現行３６ ,１９６円）とする。  

６  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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（議案第１１号）  

 

   小牧市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営     

   に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定に     

ついて  

 

１  指定地域密着型サービス等の事業所等の管理者は、事業所等の管理上

支障がない場合は、当該事業所等と同一敷地内にない他の事業所、施設

等についても、その職務に従事することができることとする。  

２  指定地域密着型サービス事業者等は、サービス提供の開始に当たり、

利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、運営規程の概要

等の重要事項を記した文書の交付に代えて、電磁的記録媒体（現行磁気

ディスク、シー・ディー・ロム等）をもって調製するファイルに当該文

書に記すべき重要事項を記録したものを交付する方法により行うことが

できることとする。  

３  指定地域密着型サービス等の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならないこととする。  

４  指定地域密着型サービス事業者等は、原則として、運営規程の概要等

の重要事項をウェブサイトに掲載しなければならないこととする。  

５  指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業所における利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会を定期的に開催しなければならないこととする。 

６  利用者の病状の急変等に備えるため、指定認知症対応型共同生活介護

事業者等と協力医療機関との連携に係る規定の整備を行う。  

７  指定介護予防支援及び指定居宅介護支援におけるサービス計画の実施

状況の把握に当たり、文書による利用者の同意等一定の条件を満たす場

合には、利用者の居宅を訪問することに代えて、テレビ電話装置等を活

用して利用者に面接することができることとする。  

８  その他所要の規定の整備を行う。  

９  この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、２は、公布の

日から施行する。  
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（議案第１２号）  

 

   小牧市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ  

いて  

 

１  所得割額を算定する税率を、次の表のとおりとする。  
 

基礎課税分  １００分の５ .３９（現行１００分の４ .９９） 

後 期 高 齢 者 支 援 金

等分  

１００分の２ .１５（現行１００分の１ .９９） 

介護納付金分  １００分の１ .８０（現行１００分の１ .６７） 
 

２  被保険者均等割額を、次の表のとおりとする。  
 

基礎課税分  ２７ ,０００円（現行２５ ,０００円）  

後 期 高 齢 者 支 援 金 等

分  

１０ ,０００円（現行９,２００円）  

介護納付金分  １０ ,０００円（現行９,２００円）  
 

３  世帯別平等割額を、次の表のとおりとする。  
 

後 期 高

齢 者 支

援 金 等

分  

特 定 世 帯 及 び

特 定 継 続 世 帯

以外の世帯  

７ ,４００円（現行６ ,８００円）  

特定世帯  ３ ,７００円（現行３ ,４００円）  

特定継続世帯  ５ ,５５０円（現行５ ,１００円）  

介護納付金分  ６ ,２００円（現行５ ,８００円）  
 

４  総所得金額及び山林所得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の う

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与 所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した 金

額。以下同じ。）を超えない世帯に係る納税義務者についての国民健 康

保険税を減額する額を、次の表のとおりとする。  
 

 

被 保 険 者 に 係 る 被

保険者均等割額  

未就学児  ２２ ,９５０円  

（現行２１,２５０円）

 

 未 就 学 児 以 外 の 被 保

険者  

１８ ,９００円  

（現行１７,５００円）
 

 

基  
礎  
課
税
分  
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５  総所得金額及び山林所得金額の合算額が４３万円に被保険者及び特定

同一世帯所属者１人につき２９万円を加算した金額を超えない世帯に 係

る納税義務者についての国民健康保険税を減額する額を、次の表のと お

りとする。  

 

被 保 険 者 に 係 る 被

保険者均等割額  

未就学児  ２０ ,２５０円  

（現行１８,７５０円）

未 就 学 児 以 外 の 被 保

険者  

１３ ,５００円  

（現行１２,５００円）

 

被 保 険 者 に 係 る 被

保険者均等割額  

未就学児  ７ ,５００円  

（現行６ ,９００円）

未 就 学 児 以 外 の 被 保

険者  

５ ,０００円  

（現行４ ,６００円）

被 保 険 者 に 係 る 世

帯別平等割額  

特 定 世 帯 及 び 特 定 継

続世帯以外の世帯  

３ ,７００円  

（現行３ ,４００円）

特定世帯  １ ,８５０円  

（現行１ ,７００円）

  
特定継続世帯  ２ ,７７５円  

（現行２ ,５５０円）
 

 

被 保 険 者 に 係 る被

保険者均等割額  

未就学児  ８ ,５００円  

（現行７ ,８２０円）

未 就 学 児 以 外 の 被 保

険者  

７ ,０００円  

（現行６ ,４４０円）

被 保 険 者 に 係 る世

帯別平等割額  

特 定 世 帯 及 び 特 定 継

続世帯以外の世帯  

５ ,１８０円  

（現行４ ,７６０円）

特定世帯  ２ ,５９０円  

（現行２ ,３８０円）

特定継続世帯  ３ ,８８５円  

（現行３ ,５７０円）

介
護
納
付
金
分 

被保険者に係る被保険者均等割額  ７ ,０００円  

（現行６ ,４４０円）

被保険者に係る世帯別平等割額  ４ ,３４０円  

（現行４ ,０６０円）

 

後  
期  
高  
齢  
者  
支  
援  
金  
等  
分  

基  
礎  
課  
税  
分  

後  
期  
高  
齢  
者  
支  
援  
金  
等  
分  
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６  総所得金額及び山林所得金額の合算額が４３万円に被保険者及び特定

同 一 世 帯 所 属 者 １ 人 に つ き ５ ３ ５ ,０ ０ ０ 円 を 加 算 し た 金 額 を 超 え な い

世帯に係る納税義務者についての国民健康保険税を減額する額を、次 の

表のとおりとする。  

 

被 保 険 者 に 係 る 被

保険者均等割額  

未就学児  １６ ,２００円  

（現行１５,０００円）

未 就 学 児 以 外 の 被 保

険者  

５ ,４００円  

（現行５ ,０００円）

 

被 保 険 者 に 係 る 被

保険者均等割額  

未就学児  ６ ,０００円  

（現行５ ,５２０円）

 

 未 就 学 児 以 外 の 被 保

険者  

２ ,０００円  

（現行１ ,８４０円）

被 保 険 者 に 係 る 世  

帯別平等割額  

特 定 世 帯 及 び 特 定 継

続世帯以外の世帯  

１ ,４８０円  

（現行１ ,３６０円）

特定世帯  ７４０円  

（現行６８０円）

特定継続世帯  １ ,１１０円  

（現行１ ,０２０円）

 

被保険者に係る被保険者均等割額  ２ ,０００円  

（現行１ ,８４０円）

被保険者に係る世帯別平等割額  １ ,２４０円  

（現行１ ,１６０円）

７  ４から６までに該当しない世帯に係る納税義務者についての国民健康

保険税を減額する額は、世帯内の未就学児１人につき、基礎課税分の 被

保険者に係る被保険者均等割額にあっては１３,５００円（現行１２,５００円）

とし、後期高齢者支援金等分の被保険者に係る被保険者均等割額にあ っ

ては５,０００円（現行４ ,６００円）とする。  

８  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

被保険者に係る被保険者均等割額  ５ ,０００円  

（現行４ ,６００円）

被保険者に係る世帯別平等割額  ３ ,１００円  

（現行２ ,９００円）

介  
護  
納  
付  
金  
分  

分  

基  
礎  
課  
税  

後  
期  
高  
齢  
者  
支  
援  
金  
等  
分  

介  
護  
納  
付  
金  
分  
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（議案第１３号）  

 

こまき多世代交流プラザの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

 

１  小牧市まなび創造館を構成する施設としてヘルスラボ・こまきを設置

する。  

２  ヘルスラボ・こまきを利用することができる者は、フレイルの予防の

ために利用する者及び健康保持増進のために利用する者とする。  

３  スポーツ広場のトレーニングジムを廃止することとし、施設使用料に

関する規定のうちトレーニングジムに係る規定を削る。  

４  その他所要の規定の整備を行う。  

５  この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、１及び２は

規則で定める日から、４は公布の日から施行する。  

 

（議案第１４号）  

 

小牧市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

 

１  特定教育・保育施設の設置者は、運営規程の概要等の重要事項を当該

特定教育・保育施設の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト

に掲載しなければならないこととする。  

２  特定教育・保育施設等は、書面等の交付又は提出に代えて、電磁的記

録媒体（現行磁気ディスク、シー・ディー・ロム等）をもって調製する

ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法により行うことがで

きることとする。  

３  この条例は、公布の日から施行する。ただし、１は、令和６年４月１

日から施行する。  
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（議案第１５号）  

 

   小牧市病院事業の設置等に関する条例及び小牧市水道事業及  

   び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の  

   制定について  

 

１  地方自治法の改正に伴い、引用する規定の整備を行う。  

２  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 
（議案第１６号）  

 

   小牧市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 

１  入居者の資格について、特に居住の安定を図る必要がある場合に、入

居者の年齢に配偶者の年齢を加えて得た数が７０以下である場合で、 入

居者が婚姻の日後１年以内の者である場合等を追加する。  

２  市営住宅賃貸借契約書に連帯保証人の署名を要しないこととする。  

３  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

（議案第１７号）  

 

   小牧市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定に  

ついて  

 

１  特定公共賃貸住宅賃貸借契約書に連帯保証人の署名を要しないことと

する。  

２  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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（議案第１８号）  

 

   尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業施行条例を廃  

   止する条例の制定について  

 

１  尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業施行条例を廃止する。  

２  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

（議案第１９号）  

 

   小牧市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい  

て    

 

１  水道法の改正に伴い、引用する規定の整備を行う。  
２ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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一 般 議 案 

（議案第２０号）  

 

市民会館ホール舞台照明設備更新工事請負契約の締結につい

て    

 

１  工 事 名  市民会館ホール舞台照明設備更新工事  

２  工 事 場 所  小牧市小牧二丁目１０７番地  

３  工 事 概 要  市民会館ホール舞台照明器具、客席の部分的な照明  

器具及び調光制御装置の更新工事  

４  請負契約金額  ２１７ ,８００ ,０００円  

５  請 負 契 約 者  名古屋市東区武平町五丁目１番地  

丸茂電機株式会社名古屋営業所  

所長  田  中    徹  

６  契 約 の 方 法  制限付一般競争入札（総合評価落札方式）  

 

（議案第２１号）  

 

   小牧市道路線の廃止について  

 

既認定路線を整理するため、岩崎観音堂４号線ほか４路線を廃止する。  

 

（議案第２２号）  

 

   小牧市道路線の認定について  

 

市民の利便を増進するため、岩崎観音堂４号線ほか６路線を認定する。  
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補 正 予 算 案 

 

 補正予算案の概要                   （単  位  千円） 

会 計 別 補正前の額 補 正 額 計  

一 般 会 計 65,722,336 279,383 66,001,719 

特

別

会

計 

土 地 取 得 263 654 917 

国 民 健 康 保 険 事 業 13,369,934 △415,731 12,954,203 

文 津 土 地 区 画 整 理 事 業 469,708 △82,687 387,021 

岩 崎 山 前 土 地 区 画 整 理 事 業 634,825 △98,991 535,834 

小 牧 南 土 地 区 画 整 理 事 業 451,260 △36,479 414,781 

本 庄 土 地 区 画 整 理 事 業 116,430 △8,596 107,834 

介 護 保 険 事 業 9,446,559 △90,737 9,355,822 

後 期 高 齢 者 医 療 4,100,744 △1,971 4,098,773 

小 計 28,589,723 △734,538 27,855,185 

合  計 94,312,059 △455,155 93,856,904 
 

 病院事業会計  

  収益的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

収 益 的 収 入 23,743,554 151,592 23,895,146 

収 益 的 支 出 26,242,778 744,199 26,986,977 
 

  資本的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

資 本 的 収 入 910,781 △16,164 894,617 
 

 下水道事業会計  

  収益的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

収 益 的 収 入 3,417,842 △30,138 3,387,704 

収 益 的 支 出 3,367,787 △19,801 3,347,986 
 

資本的収入及び支出                （単  位  千円） 

区 分 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

資 本 的 収 入 1,502,225 △9,185 1,493,040 

資 本 的 支 出 1,937,188 34,132 1,971,320 
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（議案第２３号）  

 

   令和５年度小牧市一般会計補正予算（第１３号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

65,722,336 279,383 66,001,719 

法人市民税 △170,000 

固定資産税 160,000 

法人事業税交付金 132,000 

地方消費税交付金 △98,000 

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別 

交付金 17,101 

生活保護費等負担金 36,000 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 

 1,684,623 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 △46,000 

寄附金（こまき応援寄附金外） △459,600 

財政調整基金繰入金 △1,421,835 

次世代教育環境整備基金繰入金 △17,847 

文化振興基金繰入金 △4,348 

スポーツ振興基金繰入金 △11,000 

前年度繰越金 110,032 

市公民館整備事業債 △10,700 

市民会館整備事業債 △61,100 

さかき運動場整備事業債 △44,900 

校舎大規模改造事業債 361,500 

その他 123,457 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

65,722,336 279,383 66,001,719 

基金積立金（次世代教育環境整備基金積立金等） 

 △241,428 

市民税システム修正委託料 5,962 

国民健康保険事業特別会計繰出金 171,422 
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補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

   居宅介護給付費  50,000 

   電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 

   支給事業  △46,000 

   総合経済対策に伴う臨時給付金支給事業 178 

   総合経済対策に伴う臨時給付金（均等割のみ課税 

   世帯等）支給事業 357,789 

   総合経済対策に伴う臨時給付金（定額減税調整給 

   付）支給事業  1,320,694 

   児童手当  △100,000 

   生活保護費 48,000 

   返還金（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 

   事業費補助金等） 23,891 

   予防接種事業 △75,399 

   病院事業会計繰出金  △68,792 

   こまき応援寄附金推進事業 △189,258 

   用地購入費（一宮舟津線関連整備事業） 25,000 

   土地区画整理事業特別会計繰出金 △137,918 

   小学校施設営繕事業 161,186 

   中学校施設営繕事業 221,832 

   市民会館施設整備事業 △85,664 

   さかき運動場施設整備事業 △59,894 

   市債償還元金 16,200 

   その他 △1,118,418 

 

 継続費補正                      （単  位  千円） 

款  項  事 業 名 
補    正    前  補    正    後  

総  額  年  度  年 割 額  総  額  年  度  年 割 額  

   
千 円

 
千 円 千 円

 
千 円

8 土木費 3 河 川 費 

 

小 針 川 整 備

事 業  
102,000 令和４年度 44,000 96,150 令和４年度 44,000 

    
令和５年度 58,000  令和５年度 52,150 

1 0 教育費 5 社 会 

教 育 費 

 

市 民 会 館 ・

市 公 民 館 施

設 整 備 事 業  

1,731,678 令和５年度 865,839 1,531,678 令和５年度 765,839 

    
令和６年度 865,839  令和６年度 765,839 
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繰越明許費補正                    （単  位  千円） 

款  項  事   業   名  
補 正 前 補 正 後 

金 額 金 額 

２  総 務 費 ２  徴 税 費 
市民税システム修正委託

事業 
0 5,962 

２  総 務 費 ３  
戸 籍 住 民 

基本台帳費 

戸籍情報システム等修正

委託事業 
0 35,849 

３  民 生 費 １  社会福祉費 
総合経済対策に伴う臨時

給付金支給事業 
586,341 586,519 

３  民 生 費 １  社会福祉費 

総合経済対策に伴う臨時

給付金（均等割のみ課税世

帯等）支給事業 

425,560 783,349 

３  民 生 費 １  社会福祉費 

総合経済対策に伴う臨時

給付金（定額減税調整給

付）支給事業 

0 1,320,694 

３  民 生 費 ３  児童福祉費 教育・保育事業 0 2,100 

４  衛 生 費 １  保健衛生費 
新型コロナウイルスワク

チン予防接種事業 
0 3,746 

８  土 木 費 １  土木管理費 未登記用地等整理事業 0 1,900 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 道路側溝補修事業 0 13,000 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 道路舗装補修事業 0 8,000 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 道路新設改良事業 0 113,355 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 道路舗装新設事業 0 3,700 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 道路側溝新設事業 0 10,200 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 橋りょう維持補修事業 0 12,300 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 橋りょう新設改良事業 0 117,656 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 
交通安全施設維持補修事

業 
0 11,500 
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款  項  事   業   名  
補 正 前 補 正 後 

金 額 金 額 

８  土 木 費 ２  道路橋りょう費 交通安全施設整備事業 0 26,854 

８  土 木 費 ３  河 川 費 河川水路整備事業 0 10,840 

８  土 木 費 ４  都市計画費 街路新設改良事業 0 8,300 

８  土 木 費 ４  都市計画費 公園緑地施設整備事業 0 11,824 

８  土 木 費 ４  都市計画費 
緑のネットワーク整備事

業 
0 14,200 

９  消 防 費 １  消 防 費 消防水利整備事業 6,699 22,959 

10 教 育 費 ２  小 学 校 費 小学校施設営繕事業 0 182,608 

10 教 育 費 ３  中 学 校 費 中学校施設営繕事業 0 226,332 

10 教 育 費 ５  社会教育費 市公民館施設整備事業 0 2,800 

 

債務負担行為補正                   （単  位  千円） 

事 項 
補   正   前  補   正   後  

期   間  限 度 額 期   間  限 度 額 

  千円  千円 

（仮称）農業公園整備事業 
令和５年度から 

令和６年度まで 
331,015 － 0 

北外山小木線歩道設置事業用地取

得事業 

（小牧市土地開発公社取得） 

－ 0 
令和５年度から 

令和８年度まで 
57,000 

堀の内三丁目２号線歩道設置事業

用地取得事業 

（小牧市土地開発公社取得） 

― 0 
令和５年度から 

令和７年度まで 
49,000 

一宮舟津線関連整備事業用地取得

事業 

（小牧市土地開発公社取得） 

－ 0 
令和５年度から 

令和８年度まで 
391,000 
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地方債補正                     （単  位  千円 ) 

起 債 の 目 的 
限   度   額 

補 正 前 補 正 後 

農業施設整備事業  3,900 4,200 

公園整備事業  151,200 140,100 

土地区画整理事業  22,700 8,400 

消防施設整備事業 76,500 62,900 

消防施設購入事業 13,500 8,100 

市公民館整備事業 93,000 82,300 

市民会館整備事業 651,500 590,400 

さかき運動場整備事業 214,800 169,900 

校舎大規模改造事業 0 361,500 

 

（議案第２４号）  

 

令和５年度小牧市土地取得特別会計補正予算（第１号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

263 654 917 土地開発基金利子 654 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

263 654 917 土地開発基金繰出金 654 
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（議案第２５号）  

 

   令和５年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

13,369,934 △415,731 12,954,203 

一般被保険者国民健康保険税 △199,396 

出産育児一時金臨時補助金 323 

保険給付費等交付金 △402,618 

保険基盤安定繰入金 47,999 

未就学児均等割保険税繰入金 △618 

職員給与費等繰入金 △11,493 

財政安定化支援事業繰入金 3,299 

その他一般会計繰入金（決算補塡等） 131,880 

産前産後保険税繰入金 355 

前年度繰越金 14,538 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

13,369,934 △415,731 12,954,203 

国民健康保険システム修正委託料 △2,157 

診療報酬明細書等点検委託料 △1,985 

国民健康保険システム運用委託料 △804 

一般被保険者療養給付費 △300,000 

一般被保険者高額療養費 △100,000 

特定健康診査・特定保健指導委託料 △9,165 

データヘルス支援委託料 △1,620 
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（議案第２６号）  

 

   令和５年度尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業特別

会計補正予算（第２号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

469,708 △82,687 387,021 

保留地処分金 △6,813 

都市構造再編集中支援事業費補助金 △38,000 

一般会計繰入金 △36,231 

前年度繰越金 2,991 

保留地等貸付料 966 

区画整理事業債 △5,600 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

469,708 △82,687 387,021 

除草浚渫委託料 △2,100 

道水路工事費 △66,900 

上水道布設負担金 △9,200 

ガス布設負担金 △3,800 

市債償還利子 △687 

 

繰越明許費                         （単  位  千円） 

款  項  事   業   名  金   額  

２  事 業 費  １  事 業 費  土地区画整理事業 37,958 

 

地方債補正                     （単  位  千円） 

起  債  の  目  的  
限    度    額  

補  正  前  補  正  後  

土地区画整理事業 34,200 28,600 
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（議案第２７号）  

 

   令和５年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業

特別会計補正予算（第３号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

634,825 △98,991 535,834 

保留地処分金 4,025 

都市構造再編集中支援事業費補助金 △15,000 

一般会計繰入金 △44,816 

区画整理事業債 △43,200 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

634,825 △98,991 535,834 

除草浚渫委託料 △2,300 

道水路工事費 △25,300 

上水道布設負担金 △9,600 

ガス布設負担金 △1,700 

物件移転補償費 △60,000 

市債償還利子 △91 

 

 繰越明許費補正                    （単  位  千円） 

款  項  事 業 名 
補 正 前 補 正 後 

金 額 金 額 

２  事 業 費 １  事 業 費 土地区画整理事業 347,960 353,860 

 

地方債補正                     （単  位  千円） 

起  債  の  目  的  
限    度    額  

補  正  前  補  正  後  

土地区画整理事業 225,800 182,600 

 

 
 
 
 
 



‐24‐ 

（議案第２８号）  

 

   令和５年度尾張都市計画事業小牧南土地区画整理事業特別会

計補正予算（第２号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

451,260 △36,479 414,781 

保留地処分金 17,891 

都市構造再編集中支援事業費補助金 △2,200 

一般会計繰入金 △52,954 

前年度繰越金 3,825 

保留地等貸付料 559 

区画整理事業債 △3,600 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

451,260 △36,479 414,781 

測量設計委託料 △5,600 

道水路工事費 △19,900 

上水道布設負担金 △10,200 

ガス布設負担金 △600 

市債償還利子 △179 

 

繰越明許費                         （単  位  千円） 

款  項  事   業   名  金   額  

２  事 業 費  １  事 業 費  土地区画整理事業 36,257 

 

地方債補正                     （単  位  千円） 

起  債  の  目  的  
限    度    額  

補  正  前  補  正  後  

土地区画整理事業 29,700 26,100 
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（議案第２９号）  

 

   令和５年度尾張都市計画事業小牧本庄土地区画整理事業特別

会計補正予算（第２号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

116,430 △8,596 107,834 
一般会計繰入金 △12,652 

前年度繰越金 4,056 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

116,430 △8,596 107,834 

測量設計委託料 △5,100 

除草浚渫委託料 △3,400 

市債償還利子 △96 
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（議案第３０号）  

 

   令和５年度小牧市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

9,446,559 △90,737 9,355,822 

介護給付費負担金（国） △19,822 

保険者努力支援交付金 8,595 

介護給付費交付金 △21,046 

地域支援事業支援交付金 △3,510 

介護給付費負担金（県） △5,510 

介護給付費繰入金 △9,743 

介護保険事業基金繰入金 △39,422 

その他 △279 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

9,446,559 △90,737 9,355,822 

居宅介護サービス給付費 △60,000 

地域密着型介護サービス給付費 △100,000 

施設介護サービス給付費 90,157 

居宅介護サービス計画給付費 △10,000 

高額介護サービス費 3,395 

介護予防訪問型サービス事業負担金 △10,000 

介護予防通所型サービス事業負担金 △3,000 

介護保険事業基金積立金 156 

その他 △1,445 
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（議案第３１号）  

 

   令和５年度小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

4,100,744 △1,971 4,098,773 
保険基盤安定繰入金 △1,377 

その他一般会計繰入金 △594 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補正前の額 補 正 額 計 事  業  等  の  概  要  

4,100,744 △1,971 4,098,773 
保険料等負担金 △1,377 

事務費負担金 △594 
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（議案第３２号）  

 

   令和５年度小牧市病院事業会計補正予算（第４号）  

 

 収益的収入及び支出  

  収  入                       （単  位  千円） 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 事  業  等  の  概  要  

23,743,554 151,592 23,895,146 

一般会計補助金 △49,338 

一般会計負担金 △3,290 

特定行為研修の組織定着化支援事業補助金 

 2,897 

新型感染症対策事業補助金 194,300 

愛知県医療従事者応援金 110 

愛知県医療機関等光熱費高騰対策支援金 

 6,760 

愛知県新型コロナウイルス感染症専門病院 

診療協力金等負担金等 153 

 

  支  出                       （単  位  千円） 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 事  業  等  の  概  要  

26,242,778 744,199 26,986,977 
過年度損益修正損 735,781 

その他雑損失 8,418 

 

 資本的収入及び支出  

  収  入                       （単  位  千円） 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 事  業  等  の  概  要  

910,781 △16,164 894,617 一般会計負担金 △16,164 
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（議案第３３号）  

 

   令和５年度小牧市下水道事業会計補正予算（第３号）  

 

 収益的収入及び支出  

  収  入                       （単  位  千円） 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 事  業  等  の  概  要  

3,417,842 △30,138 3,387,704 

雨水処理費負担金 △2,500 

一般会計負担金 △14,381 

一般会計補助金 △2,000 

消費税及び地方消費税還付金 △11,257 
 

  支  出                       （単  位  千円） 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 事  業  等  の  概  要  

3,367,787 △19,801 3,347,986 

公共下水道台帳作成委託料 △1,600 

管路施設補修等工事費 △1,000 

汚水ポンプ場電力費 △1,416 

雨水ポンプ場保守管理委託料 △1,500 

雨水ポンプ場電力費 △1,000 

処理施設電力費 △2,000 

受益者負担金納期前納付報奨金 △8,600 

経営健全化検討支援委託料 △1,585 

企業債償還利息 △1,100 
 

 資本的収入及び支出  

  収  入                       （単  位  千円） 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 事  業  等  の  概  要  

1,502,225 △9,185 1,493,040 

公共下水道事業債 2,100 

流域下水道事業債 △11,800 

公共下水道事業受益者負担金 △7,000 

支障物件移転補償負担金 △4,300 

一般会計出資金 △8,885 

一般会計負担金 27,000 

社会資本整備総合交付金 △23,100 

防災・安全社会資本整備交付金 16,800 
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  支  出                       （単  位  千円） 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 事  業  等  の  概  要  

1,937,188 34,132 1,971,320 

汚水管管更生工事費 △4,000 

汚水ポンプ場実施設計委託料 △14,500 

流域下水道建設負担金 △11,768 

雨水幹線整備測量設計委託料 △3,000 

雨水幹線工事費 62,000 

物件移転補償費 13,000 

土地購入費 △1,600 

管路施設整備工事費 △1,000 

汚水管管更生工事費 △5,000 

 

 地方債補正                      （単  位  千円 ) 

起 債 の 目 的 
限   度   額 

補 正 前 補 正 後 

公共下水道事業 194,400 196,500 

流域下水道事業 107,800 96,000 
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当 初 予 算 案 

（議案第３４号～議案第４５号）  

 

 令和６年度当初予算案の概要              （単  位  千円） 

会    計    別  ６ 年 度 予 算 額  ５ 年 度 予 算 額  比     較  

一 般 会 計  62,440,000 60,379,000 2,061,000 

特 
 

別 
 

会 
 

計 

土 地 取 得  260 263 △ 3 

国 民 健 康 保 険 事 業 13,349,149 13,356,661 △ 7,512 

文 津 土 地 区 画 整 理 事 業  401,607 468,734 △ 67,127 

岩 崎 山 前 土 地 区 画 整 理 事 業  297,092 286,227 10,865 

小 牧 南 土 地 区 画 整 理 事 業  559,234 450,479 108,755 

本 庄 土 地 区 画 整 理 事 業  112,522 116,215 △ 3,693 

介 護 保 険 事 業 9,326,143 9,315,906 10,237 

後 期 高 齢 者 医 療  4,556,923 4,063,521 493,402 

小     計  28,602,930 28,058,006 544,924 

合         計  91,042,930 88,437,006 2,605,924 

 

 病院事業会計  

  収益的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分  ６ 年 度 予 算 額  ５ 年 度 予 算 額  比     較  

収 益 的 収 入  24,589,111 23,578,786 1,010,325 

収 益 的 支 出  27,213,428 26,284,427 929,001 

 

  資本的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分  ６ 年 度 予 算 額  ５ 年 度 予 算 額  比     較  

資 本 的 収 入  1,338,976 910,781 428,195 

資 本 的 支 出  2,423,501 2,167,239 256,262 
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 水道事業会計  

  収益的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分  ６ 年 度 予 算 額  ５ 年 度 予 算 額  比     較  

収 益 的 収 入  2,976,997 3,019,063 △ 42,066 

収 益 的 支 出  2,959,722 3,124,492 △ 164,770 

 

  資本的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分  ６ 年 度 予 算 額  ５ 年 度 予 算 額  比     較  

資 本 的 収 入  463,220 564,400 △ 101,180 

資 本 的 支 出  1,939,653 2,606,897 △ 667,244 

 

 下水道事業会計  

  収益的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分  ６ 年 度 予 算 額  ５ 年 度 予 算 額  比     較  

収 益 的 収 入  3,100,257 3,198,259 △ 98,002 

収 益 的 支 出  3,049,525 3,148,194 △ 98,669 

 

  資本的収入及び支出                 （単  位  千円） 

区 分  ６ 年 度 予 算 額  ５ 年 度 予 算 額  比     較  

資 本 的 収 入  1,543,376 1,491,291 52,085 

資 本 的 支 出  2,005,353 1,926,254 79,099 
 

人 事 案 

（議案第４６号）  

 

   小牧市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 

委員  栗原寿男氏の任期満了（令和６年３月２２日）に伴い、後任者に   

谷口正信氏を選任しようとするもの  

 

 

 

 
 


